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普遍的アクセスの早期実現を 

国際エイズ学会 

  エリ・カタビラ次期会長 

  ペドロ・カーン前会長 
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エイズの原因となる HIV（ヒト免疫不全ウイルス）のパンデ

ミック（世界的大流行）を拡大から縮小に転じるために、国

際社会は HIV の予防、治療、ケア、支援の普遍的アクセスを

2010 年末までに実現することを目標として掲げてきた。必要

な人なら誰でも治療を受けたり、予防の情報や手段を得たり

することができる。それが普遍的アクセスだ。締め切りは今

年末。残念ながら目標の達成は困難な情勢だが、それでも途

上国でこの 5 年間、エイズ治療の普及が大きく進んだのはこ

うした野心的目標があったからだという評価もある。《治療の

予防対策への活用》《HIV 陽性者に対する渡航規制の撤廃》な

ど最新の話題も含め、HIV/エイズ分野で世界最大の専門家組

織である国際エイズ学会（IAS）の 2 人のキーパーソンから地

球規模の HIV/エイズ対策の現状と課題について報告してもら

った。 
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カーン 国際エイズ学会（IAS）は、HIV/
エイズ分野で世界最大の独立した専門家組織

であります。独立という点が重要であって、も

ちろん学会として世界中の政府、NGO、民間

企 業 、 あ る い は 国 連 合 同 エ イ ズ 計 画

（UNAIDS）や世界保健機関（WHO）といっ

た国際機関とは緊密なつながりを持っていま

すが、あくまでも中立、独立ということで活動

を続けています。 

We connect. We promote. We mobilize. 

IASの会員は世界 180カ国１万 4000人を超

え、基礎医学、臨床、社会政策、その他さまざ

まな分野でエイズの流行と格闘している人た

ちが網羅的にカバーされています。政治家やコ

ミュニティーで予防対策に携わる人たちも含

まれています。アジア太平洋諸国からはこのう

ちの 12％、1700 人がメンバーになっています。 
IAS は「つながる（コネクト）」「促す（プロ

モート）」「動員する（モービライズ）」の３つ

を信条に活動を続けてきました。１番目の「コ

ネクト」では、保健の分野で最も重要な会議で

ある国際エイズ会議を隔年で開催しています。

前回は 2008年８月にメキシコシティで開かれ、

今年は７月にウィーンで開催される予定です。

ウィーン会議では、カタビラさんが正式に IAS
の新しい会長に就任します。 
国際エイズ会議には世界中から約 2 万 5000

人が集まり、経験も背景も異なる人たちがエイ

ズ対策、エイズ関連の活動について意見を交換

していきます。 
また、その間の年には基礎医学や臨床の研究

を中心にしたもっと小規模な会議があり、直近

では 2009年 7月に南アのケープタウンで開か

れました。医学的な研究の成果をどのように政

策に生かしていくかといったことを主に討議

する場であり、次回は 2011 年にローマで開く

ことになっています。 
このコネクト、専門家同士をつなぎ合うとい

うことから、「プロモート」が生まれてきます。

みんなが集まって対話を進める。教育、啓蒙の

ネットワークを広げる。その結果、予防をはじ

め、さまざまな対策を進めていくためのノウハ

ウの構築、能力づくり、知識の普及といったこ

とが促されていきます。 
また、あくまで証拠ベースでエイズの流行に

対応していくということを重視しています。各

国にそれぞれ誤解が残っていて、エイズに関し

ては科学的な証拠に基づいて対応することを

躊躇する傾向もあります。そのために、なかな

かエイズの流行に正面から取り組めないとい

ったこともあるので、イデオロギーベースでは

なく、あくまでもエビデンス（証拠）および科学

の知見ベースで対応するよう力説しています。 
エイズに関してはスティグマ（汚名）や差別

が世界各国にいろいろなかたちで残っており、

そのために予防がままならないこともあります。 
政府の立場としても、エイズの病原ウイルス

である HIV（ヒト免疫不全ウイルス）が性的

な行動とリンクして広がる部分もあることを

十分に理解して対応しなければならない。また、

国によっては薬物使用を中心に感染が拡大し

ています。エイズ対策の観点からは薬物使用者

への対応は、取り締まりの対象ではなく、公衆

衛生や教育の場で取り組まなければならない

と考えています。 
３番目の「モービライズ」は、資金調達に関

することなのですが、ぜひ皆様にもご協力いた

だき、口コミでなぜエイズ対策が重要か伝えて

いただければと思います。エイズ対策は抗レト

ロウイルス治療（ART）の普及を進めること

で進展してきたのですが、気候変動問題など資

金確保の面で競合するテーマがたくさん出て

きて、現在は非常に厳しい事態に直面していま

す。そのあたりのことはカタビラ次期会長に詳

しく話してもらおうと思います。 

カタビラ 私はウガンダのマケレレ大学の

医学部の教授を務めております。1994 年に横

浜で第 10 回国際エイズ会議が開かれたとき、

横浜市内にリバー・カタビラ（帷子川）が流れ

ているということを聞きました。カタビラは日

本の方にもなじみがある名前のようでうれし

く思います。 
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ウィーンの国際エイズ会議の最終日である

今年 7月 23日に IASの会長に就任する予定で

すので、よろしくお願いします。また、東京大

学医科学研究所の岩本愛吉教授には、アジア代

表の IAS 理事としてご活躍いただいており、

これまでのご支援に深く感謝します。北米のサ

ンフランシスコとニューヨークで最初にエイ

ズ症例が報告されてからほぼ 30 年が経過して

います。当時はエイズというのは西側先進諸国

の問題とみられていましたが、そうではなかっ

た。エイズの流行はサハラ以南のアフリカが中

心になっており、世界全体で現在、約 3400 万

人が HIV に感染していると推計されています。

そのうちの 70％以上がサハラ以南のアフリカ

で暮らしています。 
アフリカには成人人口の10～20％がHIVに

感染している国も少なくありません。一国の人

口の10％以上がHIVに感染しているというこ

とは、保健や経済のインフラにも大きな打撃を

与えます。問題はいまも大きいし、常に大きか

ったといえるでしょう。 

Ｇ８グレンイーグルス・サミットの成果 

確かに多大な努力を払って予防やケアの提

供などの対策に取り組み、政治指導者のリーダ

ーシップも発揮されてきました。世界規模の大

流行に対応するには対策の規模拡大が必要だ

ということで、2005 年にスコットランドのグ

レンイーグルズで開かれた主要８カ国首脳会

議（グレンイーグルス・サミット）では、Ｇ８

メンバーが歴史的なコミットメント（約束）を

しています。 
2010年までに必要な人は誰でもHIVの予防、

治療、ケア、支援へのアクセスを確保できるよ

うにするという普遍的アクセス実現への強い

意思を表明し、この約束は後に国連の場で確認

されています。2010 年はまさに今年ですね。 
世界保健機関（WHO）は昨年 9 月、普遍的

アクセスへの進捗状況をまとめた報告書を発

表しました。その報告書によると、低中所得国

で抗レトロウイルス治療（ART）を受けてい

る人の数は 2008 年末現在、400 万人に達して

います。2003 年末には 40 万人だったので、5
年間で 10 倍に増えたということです。 
報告書はもう一つ、大きな成功をおさめた分

野として、母子感染の予防に言及しています。

妊娠、出産時や母乳を通じて HIV が母親から

赤ちゃんに感染することを防ぐ対策が大きく

進んでいます。サハラ以南のアフリカのみなら

ず、アジアの多くの地域でも HIV の主要な感

染経路は異性間の性感染と考えられています。

性行為を通じて女性に HIV が感染し、その女

性から生まれる赤ちゃんにも感染の可能性が

あります。報告書によると、2008 年末現在で

低中所得国における妊婦の 45％が母子感染防

止のための ART を受けています。2007 年に

は 35％、2004 年は 20％でした。母子感染予

防策の普及の結果、生まれてくる赤ちゃんへの

感染はかなり高い確率で防げるようになって

います。 
HIV に感染した子どもの治療も進みました。

治療対策の普及を進める中で、以前は母子感染

により HIV に感染した子どもは後回しにされ

る傾向がありました。しかし、報告書には ART
を受ける 15 歳未満の子どもの数が 2003 年以

降、増えていることが記されています。2008
年末時点では、ケアを必要としている子どもた

ちの 38％が ART を受けられるようになった

ということです。 
もちろん、ケアを必要としている子ども全体

の 38％にとどまっているわけですから、今後

さらに対策の規模を拡大する必要があります。

それでも、2003 年当時にはほとんどの子ども

が治療を受けていなかったことを考えれば、大

きな成果といえます。 
こうした努力の結果として多くの命が救わ

れ、医療費も節約されています。サハラ以南の

アフリカでは、これまでに資金を拠出していた

だいたＧ８諸国、とりわけ日本には深く感謝を

しています。こうした国々の資金的な約束があ

るからこそ、世界がエイズと闘うことも可能に

なっています。 
Ｇ８諸国が中心になって 2002年１月に世界

エイズ・結核・マラリア対策基金（世界基金）が
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設立されました。この世界基金の資金によって

途上国のエイズ、結核、マラリア対策が支えら

れています。その結果、女性、子ども、その他

多数の人たちが病気にかかる機会を減らし、家

族も含めて死亡を防ぐことができているので

す。 
エイズの流行に対応するために、各国がそれ

ぞれ資金拠出を増やし、努力を重ねてきました。

WHO も「３by５」といった目標を掲げ、対策

の規模拡大を呼びかけてきた経緯があります。

それでもこの２年間をみると、世界基金の資金

を使いたいという需要は予想を大きく上回っ

ていました。 
もちろん、資金の面でも重要な進展はありま

すが、それでも日本をはじめＧ８諸国からの資

金拠出の約束は、必要量にまったくとどいてい

ません。2010 年末までの普遍的アクセスの実

現は困難な状態です。 
Ｇ８諸国を中心に世界が協調してエイズ対

策に弾みつけ、普遍的アクセスを可能な限り早

期に実現するよう、対応をさらに強化してほし

いということを IAS も強く求めています。目

標は 2010 年までにとなっていますが、今年も

もう 2 カ月目に入っています。 
世界基金から最も恩恵を受けているのはサ

ハラ以南のアフリカ諸国です。これは、エイズ

の問題がいまなお大きいということでもあり

ます。証拠ベースで判断して、確かに多くの進

展がなされてきたとはいえ、その成果に満足し

て後退を許していいような時期ではありませ

ん。普遍的アクセスがきちんと確保できるよう

に、さらなるコミットメント（約束）をしてい

ただき、実現のための努力を払ってほしいと思

っています。Ｇ８諸国には、ぜひ始めたことは

最後まで完遂していただくようお願いしたい。 

治療態勢の拡充を 

カーン エイズ治療はどこまで進んでいる

のか。この点について少し説明します。エイズ

はかつて、発症した人のほぼ 100％が死亡する

ような疾患でした。でも、いまは HIV に感染

しても、治療を続けていれば、長く生きていく

ことが可能になっています。薬剤も数多く開発

され、コンパクトなかたちで服用できるように

もなっています。服用を続けることが以前より

はるかに容易になりましたし、毒性も下がって

います。かなりユーザーフレンドリーになって

いるので、薬剤療法によって患者さんの QOL
（生活の質）も大いに向上し、余命も長くなっ

ています。 
ご存じかもしれませんが、HIV に感染した

人がすべて治療の対象になるというわけでは

ありません。治療が必要かどうかは CD4 とい

う免疫をつかさどる細胞の数、いわば免疫のレ

ベルが目安になります。WHO の基準では、こ

れまでは CD4の数値が 200以下になると治療

を開始することになっていたのですが、350 位

から開始しようということになりました。免疫

の力が落ちる前から治療を始めた方がいいと

いうことで、治療対象になる患者の数を増やす

ようにしています。 
ただし、治療の対象となる患者さんが増える

ということは、現在の治療体制のままでは、必

要な治療を受けられずに待機している患者が

増え、待機リストがどんどん長くなるというこ

とでもあります。科学的なエビデンス（証拠）

に基づいて判断すれば、やはり治療は早めに開

始した方がいい。そのためにはもっと多くの人

に治療が提供できるように対策の規模を拡大

する必要がある。そうすれば、患者さんにも

100％のベネフィット（利益）を享受していた

だけるようになる。治療を受けられる患者さん

の数と範囲はできるだけ広げていく必要があ

ります。 
例えば北米やヨーロッパ、日本などの先進諸

国、それにブラジルや私の母国のアルゼンチン

といった中所得国も入れていいと思いますが、

これらの国々では、経済的な面から見て ART
に対する普遍的なアクセスはすでに確保され

ています。しかし、世界全体で見れば、アクセ

スが認められず、治療を受けられない人たちは

たくさん残っています。 
エイズにかかっているのに治療を受けられ

ない人がたくさんいるということは、その人に

とってよくないというだけでなく、流行の拡大
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を防ぐ観点からも大きな問題になっています。 
医療的介入はエイズ対策の費用対効果とい

う面でも好結果をもたらします。治療を受けた

個人にとっての効果はもちろん重要です。例え

ば、心臓移植や心臓手術を受けることは、その

個人の患者さんに利益をもたらすかもしれな

い。 
しかし、そのこと自体によって、社会全体が

利益を受けるということではありません。だか

ら、こうした治療法はいけないと申しあげてい

るわけではないので、誤解はしていただきたく

ありませんが、一方で治療が個人に対してだけ

でなく、社会的にも重要な効果をもたらす分野

もあります。 
ポリオのワクチンを打つことは、個人のため

になるだけでなく、社会全体のためにもなりま

す。また、清潔な水を普及させることは、社会

全体のためになるので、それはつまり公共財と

いうことができます。エイズに関しても、抗レ

トロウイルス治療（ART）は公共財というこ

とができます。感染した人の体内のウイルス量

を減らし、他の人に感染する機会を少なくする

ことで、結果的に個人のみならず、社会全体に

も利益をもたらすことになるのです。 
治療の普及により、HIV の母子感染率を下

げるとか、HIV の性感染の率を下げることが

期待できます。治療の対象となる患者さんの範

囲を広げ、必ず治療が受けられるようにするこ

とは大切ですし、実際にそうしたいと思います。 
グローバル化の時代となり、人々は世界中を

行き来しています。いま治療の提供に資金を投

じ、これ以上、治療を必要とする人が増えない

ようにしないと、ますます負担は大きくなって

いきます。 
一方で、HIV 陽性者の平均余命が延びるこ

とによって、新しい医学的な課題も出現してい

ます。がんや冠動脈疾患、肝臓、腎臓疾患など

が増えています。私ども医師も年をとりつつあ

るけれども、患者さんの方も加齢しているので、

さまざまな疾患が出てくる。医療制度全体の中

で HIV/エイズも統合したかたちでサポートし

ていくことが今後、重要になると思います。 

米国が陽性者の入国規制を撤廃 

カタビラ 私からは昨年、米国で起きた重要

な変化について説明します。米国にはこれまで、

HIV 陽性者の入国を禁止する規制がありまし

た。この規制が撤廃されたのです。カーン博士

がお話ししたように、IAS は２年に 1 回、国際

エイズ会議を開催しています。しかし、米国内

では 1990 年のサンフランシスコ会議以来、開

かれていません。92 年にはボストンで開催す

るはずでしたが、当時のブッシュ政権が入国禁

止措置の継続方針を改めなかったことから、会

場をオランダのアムステルダムに変更し、IAS
はそれ以来、この規制が撤廃されない限り、米

国内で国際エイズ会議を開くことはないとし

てきました。 
米国の規制が撤廃されることで、その方針が

大転換し、2012 年の国際エイズ会議はワシン

トン DC で開催することが昨年 11 月末に発表

されました。 
国際エイズ会議は医療分野の科学者も HIV

に感染している人たちもともに参加して開か

れる会議です。いろいろな立場の人がエイズと

の闘いに関与し、予防や治療などの介入を進め

ていくための会議なので、HIV 陽性者の参加

なくして IAS が自ら課した目標を履行するこ

とにはなりません。今回の規制撤廃により

2012 年のワシントン会議で実り多い議論がで

きることを期待しています。 
その前に、今年は７月 18日から 23日まで、

オーストリアのウィーンで国際エイズ会議が

予定されているので、ウィーン会議についても

お話ししたいと思います。今回のテーマは

「Rights Here, Right Now（権利はここにあ

る、いまこそ）」です。人権があってこそ予防

や治療の介入も始められる。人権が大前提であ

るということであります。 
特に強調したいのは、ジェンダー間の平等と

いうことで、女性の平等と権利、女子の権利、

そして HIV/エイズの流行に影響を受けている

人たちの権利を強調したいと考えています。

MSM（男性と性行為をする男性）、薬物使用者、

セックスワーカーといった人たちが自らの安
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全を確保できるようにすることが重要であり、

その一方でエイズの流行に対応するには、あく

までも科学的な論拠、エビデンスをもとに進め

ることが大切です。エイズ対策はイデオロギー

をベースにして臨むものではないということ

も再確認いたします。 
ウィーンは地理的な位置から言っても、薬物

使用によって HIV の感染が拡大していった東

欧や中央アジアに近いので、会議では麻薬対策

も重要なテーマとして取り上げられることに

なります。もっと早く取り組むべき問題だった

のに、先延ばしにされていままで来てしまいま

した。 
いくつかの東欧の国では、薬物使用者に対し、

他国で成功が確認されている治療法が認めら

れていないといった制約もあります。ウィーン

会議を契機に政策をめぐる議論が進められ、そ

うした規制が撤廃されるようになればいいと

思っています。 
日本では 1994 年に横浜で第 10 回国際エイ

ズ会議が開かれ、大きな成果をあげました。近

い将来、再び日本で開催きるのではないかとい

う期待もありますので、どうかよろしくお願い

します。 

＜ 質 疑 応 答 ＞ 

司会・宮田一雄企画委員（産経新聞） あり

がとうございました。質疑に移りたいと思いま

す。まず私から質問をさせていただきます。昨

年 11 月にジュネーブで WHO の ART for 
prevention（予防のための抗レトロウイルス治

療）という会議が開かれています。予防に治療

を活用することをテーマにした会議でしたが、

その中でどういうことが議論され、どのような

ことが決まったのか、もし分かるようでしたら

教えてください。 

カタビラ 少し背景をご説明します。予防と

しての治療については、それ以前に英国やカナ

ダで議論が重ねられ、IAS の現会長であるカナ

ダのフリオ・モンタナー博士らが、治療の普及

は予防対策としても効果があるのではないか

と指摘しています。2009 年の初めには、WHO
も論文を発表して、治療がもたらす予防効果に

ついて数理モデルを使ったさまざまな証明が

なされました。考え方としては、HIV の陽性

率が 20％の国を対象にして、その国に住む人

全員に毎年、HIV 感染の有無を調べる検査を

実施し、感染が判明した人には全員にエイズの

抗レトロウイルス治療（ART）を提供する。

そうすると、20 年、30 年後にはその国の HIV
陽性率は 1％以下に減るという理論です。もち

ろん、ひとつの国の全人口を対象に毎年、

100％検査を実施するといったことは不可能

かもしれませんが、理論的な前提ということで

考え、WHO として会議を開いてみましょうと

いうことになったわけです。 
その会議で合意されたのは、治療を必要とし

ている人全員が治療を受けられるように治療

を拡大しましょうということです。そうすれば、

他の人に HIV が感染して広がっていくことも

防げる。予防ができるということです。エイズ

というのは予防可能な疾患なのです。世界では

いま、平均すると毎日 8000 人が新たに HIV
に感染していると推定されています。そして、

推定 5000人が毎日、エイズで死亡しています。

HIV の感染は予防可能であり、エイズという

病気は治療可能であるということが前提とし

て開かれたわけでます。ただし、それがすべて

実行されているということではありません。 

質問 HIV の感染を防ぐための有効なワク

チンがなかなかできませんが、開発の見通しを

どう見ているのか。また、有効なワクチンが開

発されないことから、ワクチン開発よりも他の

対策に資金を集中した方がいいのではないか

という意見もありますが、それについてはどう

考えているのでしょうか。 

カタビラ ワクチンの開発についてはいま

も希望を持っています。研究は 1990 年代から

続けられていますが、残念ながらこれまでのと

ころではまだ、ウイルスのほうが人間よりも賢

いようです。 
これはいけるのではないかといった、かなり
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脈のある候補ワクチンはまだ出てきていない

のが現状です。したがって、ワクチンの開発は

うまくいっていないじゃないか、他に資金をか

けたほうがいいんじゃないかといった意見が

出てくるのも分からないことはないのですが、

それでもワクチン開発のための努力は連綿と

続いています。 
また、ワクチン以外の予防的な措置について

も投資は行われています。例えば、私の国ウガ

ンダやその他のアフリカの国では、男性の割礼

が HIV 感染の予防に役立つのではないかとい

うことで研究が行われています。その報告書に

よると、新規感染の 60％以上は男性の割礼を

することで予防可能だと指摘されています。さ

らなる介入は研究中であります。 
女性側の避妊手段であるマイクロビサイド

の使用も HIV 感染予防の側面から研究されて

います。女性が主導権をとって使える予防手段

なので、有効性が確認されれば女性の権限授与

にもつながります。もちろんコンドームもあり

ますが、これは男性側に予防の決定権が行って

しまうという問題があります。女性用コンドー

ムも開発されていますが、残念ながらそれでも

決定の権限は男性の側に帰属していることが

多い。マイクロビサイドが有効な予防手段とし

て使えるとすると、相手に使っていることを知

られずに予防できることになります。 
ただし、マイクロビサイドについても、まだ

まだ予防手段として成功したといえる段階に

は全然、達していません。 
もう一つの予防手段は行動変容です。手を変

え、品を変え、いろいろな国がいろいろなメッ

セージを出しています。 
さらに、カーン博士がお話ししたように、治

療を受ける人の数を増やすことが有効ではな

いかと考えられています。様々な対策が同時並

行で行われており、そうした努力の積み重ねに

よって HIV の感染を減らしたいと思っていま

す。 

質問 カタビラ先生のご説明では、2008 年

の WHO 報告で、抗レトロウイルス薬を使っ

ている人が増え、母子感染予防の普及率も上が

っている。15 歳未満の子どもに対する治療も

非常にふえているということでした。G8 諸国

からの世界基金への拠出をもっと増やしてほ

しいというお話もありました。新会長に就任さ

れてから最も力を入れたいことは何でしょう

か。 

カタビラ 今後の課題ということだと思い

ますが、会長任期は２年なので、その２年が終

わったときに、中低所得国で ART を必要とし

ている人の 80％以上が治療を受けられるよう

になっていれば（もちろん理想的には 100％で

すが）、ささやかな貢献ができたと考えられる

のではないかと思います。 
また、今後の感染は大幅に減らしていきたい

と思っています。80％の治療のアクセスが確

保できれば、それだけでもちろん感染は減りま

す。しかし、それ以外にも、すでに科学的に成

果が証明された予防法はあるわけです。例えば

先ほどの男性の割礼について言えば、サハラ以

南のアフリカ地域はエイズによる負担が最も

大きいところであり、男性を対象にして、HIV
感染を減らすために全員に割礼を受けさせる

ということを国家政策として打ち出すような

国も出てきています。アフリカは最も深刻なエ

イズの影響を受けている地域であり、そこから

出ている私が会長になる以上、科学的に効果が

証明された予防、介入法については 100％の普

及を目指したいと思っています。 
（文責・編集部） 

 




